
令和５年度 第１回四街道市障害者自立支援協議会 会議次第 

 

 

                      令和５年５月１７日（水） 

                      １０時００分から 

                      市役所新館５階第１会議室 

 

 

１ 開会   

    

 ２ 委嘱状・任命書の交付 

 

 ３ 部長挨拶 

 

４ 自己紹介 

 

５ 会長・副会長の選出 

 

６ 議題 

（１）令和４年度四街道市障害者相談支援事業所の活動報告 

①四街道市障害者相談支援事業所 ひだまり 

②四街道市障害者相談支援事業所 ほほえみ 

 

（２）令和４年度部会活動報告及び令和５年度部会活動計画 

①生活部会 

②就労部会 

③療育・教育部会 

 

（３）令和４年度基幹相談支援センターの活動報告  

（４）地域生活支援拠点等の整備について（案） 

（５）第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画の策定スケジュール 

（６）その他 

 

７ そ の 他 

 

８ 閉会 



資料№1-1

令和4年度　月別総合相談（実人数）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 令和3年

身体障害者 11 11 12 14 13 11 12 12 8 9 11 8 132 108

　〃　(児) 5 4 5 5 5 5 1 6 2 2 4 2 46 25

重度心身障害者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　〃　(児) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

知的障害者 29 26 32 24 28 28 32 34 32 27 25 34 351 307

　〃　(児) 13 8 12 13 8 15 12 13 12 13 11 20 150 109

精神障害者 54 42 49 56 59 58 59 56 54 61 62 56 666 535

　〃　(児) 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 10 8

発達障害者 1 4 2 0 1 1 1 2 2 0 1 3 18 32

　〃　(児) 13 7 11 6 5 13 9 6 14 9 12 15 120 120

高次脳機能障害 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 17

　〃　(児) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

難病 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 3

　〃　(児) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1

その他 10 8 5 6 4 4 2 4 5 5 3 4 60 55

　〃　(児) 11 21 33 26 25 30 23 25 21 20 23 33 291 242

障害者　計 107 92 101 102 106 103 107 110 102 104 104 106 1,244 1,057

障害児　計 42 42 61 53 45 63 46 50 49 45 51 72 619 508

合計 149 134 162 155 151 166 153 160 151 149 155 178 1,863 1,565

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総合相談の支援方法（件数）

訪問 来所 同行 メール
個別支援
会議

関係機関 その他 電話 合計

令和3年度 221 795 62 0 28 144 10 1,498 2,758

令和4年度 239 999 75 0 42 1,681 4 1,900 4,940

総合相談の支援内容（件数）

件数

ピアカウンセリング

計

件数 4,940

ピアカウンセリング 0

令和4年度　サービス等利用計画（実人数）

【成人分の利
用計画】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 令和3年

【児童分の利
用計画】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 令和3年

※サービスの利用内容、利用予定施設など、障害福祉サービス受給のための計画を作成した人数です。

令和4年度　障害支援区分認定調査（件数）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 令和3年

※障害福祉サービスを利用するに当たり、対象の人の障害支援区分を出すため、本人の生活状況などを調査した件数です。

16

合計

2314 10 14

39

22 16 19計画相談 17

継続相談
（モニタリング）

22 21 18

199 159

14 20 11 15

12

215 191

17

37 32 28 31

16

10 16 17

29

38

9 9

414 350

19 14

32

11 194 171

1384

計画相談 14 12 24 10 2027

継続相談
（モニタリング）

126

29

19

3040

16 8

17 21 11

43 206

-

66

- - -

- --

- - -

126 129 348

家計・経済に関する
支援（7）

生活技術に関する支
援（8）

就労に関する支援
（9）

社会参加・余暇活動
に関する支援（10）

権利擁護に関する支
援（11）

その他（12）

378 478 156

- -

家族関係・人間関係
に関する支援（6）

2,737 241

　　　令和4年度　四街道市障害者相談支援事業所ひだまり　相談実績

福祉サービスの利用
等に関する支援（1）

障害や病状の理解
に関する支援（2）

健康・医療に関する
支援（3）

不安の解消・情緒安
定に関する支援（4）

保育・教育に関する
支援（5）

32

2 2 1

合計 36 19 28 24 29

2

33 43 31

34 23

1713 11 10

11

27 18

2

36

10 13

0 0

18

220

※市の委託に基づき、一般的な生活相談を受けた人数です。

29 332 297

1 1 0 0



資料№1-2

令和4年度　月別総合相談（実人数）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 令和3年

身体障害者 30 24 26 22 33 22 14 25 24 37 22 39 318 119

　〃　(児) 1 0 0 0 1 1 4 11 1 1 0 1 21 6

重度心身障害者 3 3 1 0 3 2 2 0 0 0 6 4 24 4

　〃　(児) 2 7 3 12 18 1 6 1 1 2 1 1 55 11

知的障害者 21 18 56 36 25 25 33 18 7 23 36 40 338 100

　〃　(児) 27 6 6 7 6 13 5 9 17 9 10 10 125 10

精神障害者 60 92 144 162 136 125 158 174 100 144 131 141 1,567 806

　〃　(児) 0 0 0 1 2 0 0 1 5 0 3 0 12 7

発達障害者 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

　〃　(児) 78 68 87 131 85 73 65 94 85 86 101 68 1,021 534

高次脳機能障害 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2 0 10 4

　〃　(児) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

難病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　〃　(児) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

　〃　(児) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1

障害者　計 117 137 229 220 197 174 210 219 133 205 197 224 2,262 1,036

障害児　計 109 81 96 151 113 88 80 116 109 98 116 80 1,237 569

合計 226 218 325 371 310 262 290 335 242 303 313 304 3,499 1,605

※市の委託に基づく一般的な生活相談とサービス等利用計画に係る相談を受けた人数です。（令和３年度分より相談人数のカウント方法を変更）

総合相談の支援方法（件数）

訪問 来所 同行 メール
個別支援
会議

関係機関 その他 電話 合計

令和3年度 122 680 3 108 10 558 1 1,108 2,590

令和4年度 199 692 5 42 10 4 0 2,550 3,502

総合相談の支援内容（件数）

件数

ピアカウンセリング

計

件数 3,233

ピアカウンセリング 0

令和4年度　サービス等利用計画（実人数）

【成人分の利
用計画】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 令和3年

【児童分の利
用計画】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 令和3年

※サービスの利用内容、利用予定施設など、障害福祉サービス受給のための計画を作成した人数です。

令和4年度　障害支援区分認定調査（件数）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 令和3年

※障害福祉サービスを利用するに当たり、対象の人の障害支援区分を出すため、本人の生活状況などを調査した件数です。

　　　令和4年度　四街道市障害者相談支援事業所ほほえみ　相談実績

福祉サービスの利用
等に関する支援（1）

障害や病状の理解
に関する支援（2）

健康・医療に関する
支援（3）

不安の解消・情緒安
定に関する支援（4）

保育・教育に関する
支援（5）

家族関係・人間関係
に関する支援（6）

2,733 1 44 340 2 12

0 0 0 0 0 0

家計・経済に関する
支援（7）

生活技術に関する支
援（8）

就労に関する支援
（9）

社会参加・余暇活動
に関する支援（10）

権利擁護に関する支
援（11）

その他（12）

12 7 29 4 4 45

0 0 0 0 0 0

計画相談 2 23 16 2 13 14 12 16 13 10 10 1 132 138

継続相談
（モニタリング）

23 2 9 16 6 6 2 1 3 5 3 12 88 71

合計 25 25 25 18 19 20 14 17 16 15 13 13 220 209

計画相談 9 38 26 15 18 29 24 24 18 22 28 15 266 202

継続相談
（モニタリング）

7 7 9 11 3 7 5 3 6 11 15 9 93 106

合計 16 45 35 26 21 36 29 27 24 33 43 24 359 308

2 2 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 15 23



資料№2-1

（令和４年度活動概要）

日時 場所
参加
人数

内容

第1回
令和4年4月14日（木）

10:00～

福祉センター
3階

会議室1
13名

・出席委員、事務局自己紹介
・令和３年度活動報告
・令和４年度活動計画（案）
・地域生活支援拠点等の整備について

第2回
令和4年6月16日（木）

10：00～

市役所
5階

大会議室
12名

・基幹相談支援センターへの相談について
・地域生活支援拠点等の整備について

第3回 令和4年8月18日（木） 書面開催

・基幹相談支援センターへの相談について
・地域生活支援拠点等の整備について
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムの協議について
・障害者差別解消法における協議について

第4回
令和4年10月20日（木）

10:00～

市役所
5階

大会議室
13名

・基幹相談支援センターへの相談について
・地域生活支援拠点等の整備について
・障害者差別解消法における協議について
・障害のある人の災害支援について
・日中サービス支援型共同生活援助の評価に
ついて

第5回
令和4年12月15日（木）

10:00～

市役所
5階

大会議室
16名

・日中サービス支援型共同生活援助の評価に
ついて
・基幹相談支援センターへの相談について

第6回
令和5年1月19日（木）

10:00～

福祉センター
3階

会議室1
15名

・日中サービス支援型共同生活援助の評価結
果について
・障害者のための防災・支援マニュアル
（案）について
・医療的ケア児等支援協議会設置要綱の制定
について

令和４年度　生活部会　活動報告

　令和４年度の生活部会は、地域生活支援拠点等の整備と日中サービス支援型共同生活援助の評価、障
害者のための防災・支援マニュアルの作成などの活動を行った。



                                                        

１．活動の目的

２．５年度の活動内容

　　・定例会の開催(開催時期は原則偶数月の木曜日、開催時間帯は10:00～12:00)

　　・地域生活支援拠点等の整備について

　　・障害者差別解消にかかる協議について

　　・日中サービス支援型グループホームの評価について

　　・その他、地域の生活にかかる課題検討

３．活動体制

　　・部会長

　　・副部会長

　　・委員(各サービス事業所、各団体からの担当者、行政関係）

　　・事務局（基幹相談支援センター（運営担当）、四街道市障害者支援課、

　　 相談支援事業所ひだまり、相談支援事業所ほほえみ）

（５年度の活動予定）

・地域生活支援拠点等の整備について

令和５年度　生活部会　活動計画

8月17日（木） 市役所

10時～12時 5階第1会議室

・令和４年度活動報告及び令和５年度活動計画（案）

10時～12時 ・地域生活支援拠点等の整備について

6月15日（木）

10時～12時 5階第1会議室

　　　地域の課題を共有し、地域の支援体制の整備について取り組む。

開催予定日時 会場 内容

4月13日（木）

12月21日（木）

3階会議室1

・地域生活支援拠点等の整備について

・障害者差別解消にかかる協議について

福祉センター

3階会議室1

・日中サービス支援型共同生活援助の評価について

市役所

・日中サービス支援型共同生活援助の評価について

・地域生活支援拠点等の整備について

福祉センター

10時～12時 3階会議室1

・日中サービス支援型共同生活援助の評価について

10時～12時 3階会議室1

10月12日（木） 福祉センター

2月16日（金）

10時～12時

福祉センター



資料№2-2

（令和４年度活動概要）　

日時 場所
参加
人数

内容

第1回
令和4年4月22日（金）

15：30～

福祉センター
3階

会議室1
11名

・部会長・副部会長の選任につい
て
・令和3年度活動報告
・令和4年度活動計画（案）

第2回
令和4年5月27日（金）

15：30～

福祉センター
3階

会議室1
12名

・障害者雇用事例の作成について
・福祉的事業所と関係機関との連
携に係るアンケートについて

第3回
令和4年9月22日（木）

15：30～

福祉センター
3階

会議室1
14名

・障害者雇用事例の作成について
・福祉的就労事業所との連携と課
題検討

第4回
令和4年11月17日（木）

15：30～

保健センター
3階

第2会議室
14名

・障害者雇用事例の作成について
・農福連携事例の紹介

第5回
令和5年1月26日（木）

15：30～

福祉センター
3階

会議室1
15名

・障害者雇用事例の作成について
・農福連携について
・令和5年度の活動計画（案）につ
いて

令和４年度　就労部会　活動報告

　令和４年度の就労部会は、障害者雇用について企業へ訪問し、事例を作成したり、就労事
業所における課題の検討や、農福連携事例の紹介について検討を行った。



１．活動の目的

２．５年度の活動内容

３．活動体制

　　・部会長

　　・副部会長

（５年度の活動予定）

開催予定日時 会場 内容

4月25日（火）
15：30～

福祉センター
3階会議室1

・部会長・副部会長の選任について
・令和４年度活動報告について
・令和５年度活動計画（案）について

5月31日（水）
15：30～

福祉センター
3階会議室1

・障害者雇用事例の作成について
・農福連携について

7月27日（木）
15：30～

福祉センター
3階会議室1

・障害者雇用事例の作成について
・農福連携について

10月25日（水）
15：30～

福祉センター
3階会議室1

・障害者雇用事例の作成について
・農福連携について

1月25日（木）
15：30～

福祉センター
3階会議室1

・令和６年度の活動について

7月～12月
（予定）

日程調整中

市役所
5階会議室（予定）

・農福連携についての勉強会

令和５年度　就労部会　活動計画　

　　　　　

　　・障害者が働ける場を開発し、体験や面接へと繋いでいく。
　　・障害者が働きやすい四街道市を目指し、地域への働きかけをおこなう。

　　・定例会の開催(開催時期以下表のとおり、開催時間帯は15:30～)
　　・障害者雇用事例の周知
　　・農福連携について
　　・地域における障害者就労に関する課題、困難事例等の検討（随時）

　　・事務局
　　 （相談支援事業所ほほえみ（運営担当）、四街道市障害者支援課、基幹相談支援センター、
　　　 相談支援事業所ひだまり）

　　・委員
　　　(各サービス事業所、各団体からの担当者、行政関係職員）



資料№2-3

（令和4年度活動概要） 　

日時 場所
参加
人数

内容

第1回
令和4年4月11日（月）

10：30～

福祉センター
3階

会議室1
14名

・出席委員、事務局自己紹介
・令和3年度活動報告
・令和4年度活動計画（案）について

第2回
令和4年6月21日（火）

10：30～

福祉センター
3階

会議室1
14名 ・事業所向け研修会に向けて

第3回
令和4年11月29日（火）

10：30～

福祉センター
3階

会議室1
16名

・事業所向け研修会の振り返り
（アンケート集計と研究文献）
・保護者向け研修会について

コア
会議

令和4年7月12日（火）
10：00～

福祉センター
1階

付設作業室1
5名

研修会準備
（講師との打ち合わせ）

コア
会議

令和5年1月12日（木）
13:30～

福祉センター
3階

サークル活動
室

6名
研修会準備
（講師との打ち合わせ）

研修会
令和4年9月6日（火）

10：00～

福祉センター
3階

会議室1

　27名
(事業所11名･
 部会員16名)

・第2回（令和3年度より実施）
支援者向け研修会
「障害児・者の性と生の支援～豊かな
性と生をはぐくむために大切にしたい
こと～」

研修会
令和5年1月31日（火）

10：00～

福祉センター
3階

会議室1

　30名
(保護者19名)

・第1回　保護者向け研修会
「のびやかな思春期を育むために」

第4回
令和5年3月7日（火）

10：30～

福祉センター
3階

会議室1
15名

・研修会・参加者アンケートの報告
・令和4年度活動報告と令和5年度活動
計画（案）について

令和4年度　療育・教育部会　活動報告

  令和4年度の療育・教育部会は、主に性行動に関する支援課題について取り上げ、講師を招き、支
援者向けと保護者向けの研修会を開催しました。



１．活動の目的

　　障害のある子どもとその家族の生活をサポートするための活動を行う。

２．令和5年度の活動内容

　　・定例会の開催

　　・療育にかかる地域課題検討

〇にじいろサポートファイルの活用へ向けた地域連携の工夫

〇虐待防止等、支援面の困難を抱えた時の連携

〇性行動に支援を必要とする方への地域連携について（幼児期からの関わり）

３．活動体制

　　・部会長

　　・副部会長

（5年度の活動予定）

福祉センター
3階

視聴覚室

福祉センター
３階

会議室1
1年間通して振り返りを行い、次年度の方向性を検討

福祉センター
3階

会議室1

6月20日（火）
10：30～12：00

11月28日（火）
10：30～12：00

1月30日（火）
10：30～12：00

療育にかかる地域課題の検討
・にじいろサポートファイルの活用へ向けた地域連携の工夫
・虐待防止等、支援面の困難を抱えた時の連携
・性行動に支援を必要とする方への地域連携について（幼児期
からの関わり）

療育にかかる地域課題の検討
・にじいろサポートファイルの活用へ向けた地域連携の工夫
・虐待防止等、支援面の困難を抱えた時の連携
・性行動に支援を必要とする方への地域連携について（幼児期
からの関わり）

令和5年度　療育・教育部会　活動計画

開催予定日時 会場

福祉センター
3階

会議室1

内容

令和4年度活動報告と令和5年度活動計画（案）について
4月11日（火）
10：30～12：00

　　・委員(各サービス事業所、各団体からの担当者、行政関係(健康増進課、
　　　子育て支援課、教育委員会職員)

　　・事務局(相談支援事業所ひだまり（運営担当）、四街道市障害者支援課、
　　　相談支援事業所ほほえみ、基幹相談支援センター)
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令和4年度　四街道市基幹相談支援センター　相談実績

◎相談対象

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計

身体障害者 0 3 2 0 2 0 0 3 0 3 1 1 15

身体障害（児） 0 1 1 1 1 2 0 0 2 2 0 0 10

重度心身障害者 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

重度心身障害（児） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

精神障害者 3 3 4 5 6 9 4 6 4 6 7 7 64

精神障害（児） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高次機能障害 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

高次機能障害（児） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

難病 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

難病（児） 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

知的障害者 3 4 4 1 1 3 1 1 7 3 2 5 35

知的障害（児） 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 9

その他 3 10 1 4 4 5 3 6 6 5 5 10 62

その他（児） 2 0 1 1 1 6 4 3 4 1 1 1 25

合　計 12 23 14 13 15 25 13 20 25 23 17 25 225

◎相談方法

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計

訪　問 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 2 2 12

来　庁 1 2 2 0 5 4 5 3 4 0 5 4 35

メール 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 7

関係機関等 9 14 9 7 7 9 5 12 7 16 7 15 117

電　話 1 1 0 5 3 9 2 4 7 3 2 3 40

その他 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

合　計 12 19 13 13 15 25 13 20 21 21 16 25 213

◎相談内容

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計

21 16 25 217

10814 13 15

合　計 12 20 13 13 15 26 13 20

8 12 10

23

0 0 8

その他の相談 2 1 7 6 9 11

0 0 0 0 2 1

6 0 1 0 8

警察からの介入相談 1 2 1 1

3

共同生活援助体験
の機会・場の相談

0 0 1 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

2 5 37

緊急時の短期入所
の相談

0 1 0 0 0 0

6 2 2 2 2 1

0 1 0 2 6

相談支援事業所等
からの困難事例

6 7 1 1

6

精神科入院患者の
退院後の支援

1 1 1 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0

0 0 4

精神科への紹介等、
医療機関との連携 0 0 0 3 0 1

0 2 0 0 1 0

0 0 0 0 0

入院の促し等、保
健所との連携

1 0 0 0

5

成年後見の相談 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 3 32

障害者差別の相談 0 2 2 0 0 1

0 9 3 3 2 3障害者虐待の相談 1 6 0 2



   四街道市地域生活支援拠点等事業実施要綱（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第８７条第１項の規定による障害福祉サービス等及び障害児

通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成１８年厚生労働省告示第

３９５号）に基づき、障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）の重度化、高齢

化及び「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、四街道市地域生活支援拠点等実施事業（以下「事業」という。）の実施について、

必要な事項を定めるものとする。 

 （実施主体等） 

第２条 事業の実施主体は、四街道市（以下「市」とする。）とする。ただし、市は、適

切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等と連携して実施するほか、事業

の全部又は一部を委託することができる。 

 （機能） 

第３条 地域生活支援拠点等は、地域の異なる専門性のある事業所等が機能を分担し、障

害者等の地域生活の支援を行う体制を整備し、実施する。 

２ 地域生活支援拠点等は、次に掲げる機能を担うものとする。 

 ⑴ 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録の上、常時の連絡体制を

確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に必要な相談等の支援を行う機能 

 ⑵ 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した緊急時の受入体制及び医療機関への

連絡等必要な対応を行う機能 

 ⑶ 体験の機会・場 障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供

する機能 

 ⑷ 専門的人材の確保・養成 専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を担う

機能 

 ⑸ 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び

地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 

３ 前項各号に掲げる機能を有機的に結び付け、事業を円滑に実施するため、四街道市基

幹相談支援センター事業実施要綱（令和３年告示第２０３号）に規定する基幹相談支援

センターは、コーディネートを担うものとする。 

 （利用対象者） 

第４条 本事業の利用対象者は、市内に住所を有する在宅の障害者等又は本市が援護の実

施主体となる障害者等とし、次のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体

障害者手帳の交付を受けている者 
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 ⑵ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）

の規定により療育手帳の交付を受けている者 

 ⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条

第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療

受給者証（精神通院）（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行令（平成１８年政令第１０号。第５号において「令」という。）第３０条の規

定する医療受給者証をいう。）の交付を受けた者 

 ⑷ 発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第２項に規定する者 

 ⑸ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、令第１条で定めるも

のによる障害の程度が継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の者 

 ⑹ 前号各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

 （機能を担う登録事業所の届出） 

第５条 第３条第２項各号に掲げる機能を担う事業所は、運営規程（当該事業所が地域生

活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定していること。）の写しを添えて、

四街道市地域生活支援拠点等事業所登録申請書（様式第１号）を市長に提出するものと

する。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、四街

道市地域生活支援拠点等事業所登録通知書（様式第２号）により、申請者にその旨を通

知するものとする。 

３ 第３条第２項各号に掲げる機能を担う登録事業所（以下「登録事業所」という。）は、

当該登録にかかる内容に変更が生じたときは、速やかに運営規程の写しを添えて、四街

道市地域生活支援拠点等事業変更届出書（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

４ 登録事業所は、当該登録を廃止又は休止するときはその１か月前までに、再開したと

きは再開した日から起算して１０日以内に、四街道市地域生活支援拠点等事業所登録廃

止・休止・再開届出書（様式第４号）を市長に提出するものとする。 

５ 登録事業所は、実施した内容について記録し、市から当該記録の提出の求めがあった

場合は、当該記録を提出するものとする。 

６ 市長は、第２項の規定により、登録した事業所を四街道市における地域生活支援拠点

等の機能を担う事業所名簿（様式第５号）に記載するものとする。 

 （機能を担う登録事業所の責務） 

第６条 登録事業所は、第３条第２項第１号から第３号までに規定するサービスを提供す

る等の際に事故が発生した場合においては、直ちに必要な処置を講じ、市及び家族等に

速やかに連絡しなければならない。 

２ 登録事業所は、地域生活支援拠点等に係る障害福祉サービス等報酬の算定をすること

ができる。この場合において、当該登録事業所は、事業の趣旨及び担う役割を理解し、

当該報告の適切な算定をするよう留意するものとする。 



３ 登録事業所は、事業の記録を整備し、これを５年間保存し、市から求めがあったとき

は、当該記録を提出するものとする。 

 （守秘義務） 

第７条 登録事業所の従事者又は従事者であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしては

ならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （登録の取消し等） 

第８条 市長は、登録事業所が次のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことが

できる。 

 ⑴ 登録事業所が第３条第２項各号に掲げるいずれの機能を有しなくなったとき 

 ⑵ 登録事業所が第５条第５項に規定する記録の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避した

とき 

 ⑶ 前２号に掲げる場合のほか、登録事業所が不正又は著しく不当な行為をしたと市長

が認めるとき 

 （調査等） 

第９条 市長は、登録事業所に対して、必要に応じて事業の運営状況に係る調査を実施し、

報告を求めることができる 

 （補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和○年○月○日から施行する。 



様式第１号（第５条第１項関係） 

年  月  日  

 

 四街道市長      様 

 

    所在地  

申請者 名称   

代表者  

 

四街道市地域生活支援拠点等事業所登録申請書 

 

 四街道市地域生活支援拠点等事業実施要綱第５条第１項の規定により拠点事業を行

う事業者として登録したいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

登
録
を
行
お
う
と
す
る
事
業
所 

（フリガナ） 

名 称 

 

 

事業所番号  

事業所（施設）の 

所在地 

（〒   -    ） 

 

連絡先 

電話番号  FAX 番号  

E-MAIL  

地域生活支援拠点

等として担う機能 

☐①相談 ☐②緊急時の受け入れ・対応 ☐③体験の機会・場 

☐④専門的人材の確保・養成 ☐⑤地域の体制づくり 

開始予定年月日           年   月   日 

（備考）関係書類として、「変更後の運営規程」の写しを添付してください。 



様式第２号（第５条第２項関係） 

 

                              第     号 

年  月  日 

 様 

 

 

     四街道市長    印 

 

四街道市地域生活支援拠点等事業所登録通知書 

 

  年 月 日付で申請のあった四街道市地域生活支援拠点等事業所登録について、四

街道市地域生活支援拠点等事業実施要綱第５条第２項の規定により、拠点事業を行う事

業者として登録したので通知します。 

 

事業所の名称 

 

事業所番号 

 

事業所（施設）の 

所在地 

〒 

 

電話番号 

事業の種類 

 

 

地域生活支援拠点 

等として担う機能 

①相談 ②緊急時の受け入れ・対応 ③体験の機会・場 ④専

門的人材の確保・養成 ⑤地域の体制づくり 

開始年月日 年  月  日 

 



様式第３号（第５条第３項関係） 

 

年  月  日 

 四街道市長      様 

 

所在地  

届出者 名称   

代表者  

 

四街道市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書 

 

 四街道市地域生活支援拠点等事業実施要綱第５条第３項の規定により、次のとおり登

録内容を変更したので届け出ます。 

 

事業所の名称  

事業所の所在地  

変更があった事項 （変更前） （変更後） 

１ 事業所の名称   

２ 事業所の所在地   

３ 事業所番号   

４ 

地域生活支援拠

点等としての担

う機能 

  

５ 

 

その他 

 

変更年月日 年   月   日 

（備考）関係書類として、「変更後の運営規程」の写しを添付してください。 



様式第４号（第５条第４項関係） 

 

年  月  日  

 

 四街道市長      様 

 

所在地  

届出者 名称   

代表者  

 

四街道市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書 

 

 四街道市地域生活支援拠点等事業実施要綱第５条第４項の規定により、次のとおり登

録事業を廃止・休止・再開しましたので届け出ます。 

 

廃止・休止・再開する事業所 

名称  

所在地  

登録を受けた年月日  

廃止・休止・再開した年月日  

現に地域生活支援拠点等事業にて受け入

れている者に対する措置 
 

休止（予定）期間 年  月  日から  年  月  日まで 

（備考） 

 



様式第５号（第５条第６項関係）

相
談

緊
急
時
の
受
入
れ
・
対
応

体
験
の
機
会
・
場

専
門
的
人
材
の
確
保
・
養
成

地
域
の
体
制
づ
く
り

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

四街道市地域生活支援拠点等登録事業所名簿

　年　　月　　日現在

地域生活支援拠点等として担う機能

No 名称 事業種別 事業所番号 所在地 電話番号 開始日



資料№4-2 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年○月 

四街道市地域生活支援拠点等 

運営ガイドライン（案） 

 

四街道市福祉サービス部障害者支援課 
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Ⅰ．はじめに 
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○地域生活支援拠点等とは 

障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を地域

の実情に応じた創意工夫により整備し、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス

提供体制のことです。 

居住支援のための主な機能として、①相談、②緊急時の受入れ・対応、③体験の機

会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくりの５つが挙げられます。 

  ○地域生活支援拠点等の 5つの機能 

必要な機能 具体的な内容 

① 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把

握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、

障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に

必要な相談支援を行う機能 

② 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制

を確保した上で、介護者の急病や障害者の状

態変化等の緊急受け入れや医療機関への連

絡等の必要な対応を行う機能 

③ 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たり、

共同生活援助等の障害福祉サービスの利用

や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機

能 

④ 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な方や行動障害を有する

方、高齢化に伴い重度化した障害のある方に

対して、専門的な対応を行うことができる体制

の確保や専門的な対応ができる人材の養成を

行う機能 

⑤ 地域の体制づくり 基幹相談支援センター等を活用してコーディ

ネーターを配置し、地域の様々なニーズに対

応できるサービスの提供体制の確保や、地域

の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 
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○整備方法について 

国が示す整備手法の 2類型（多機拠点整備型と面的整備型） 

 

多機能拠点整備型                         面的整備型 

 

     

  「必要な機能を特定の施設に集約」         「複数の機関が分担して機能を担う」 

四街道市は基幹相談支援センターや相談支援事業所、短期入所事業所やグル

ープホーム、日中活動系の障害福祉サービス事業所などの既存の社会資源がある

ため、それらを生かしつつ、各機関で役割分担を行いながら、障害児者の生活を地域

全体で支えていくサービス提供体制を構築する面的整備型を採用しています。  

対して多機能拠点整備型とは拠点等の機能強化を図るため、先に説明した 5 つの

機能を集約し、グループホームや障害者支援施設等に付加したものをいいます。 

地域の実情によってはこの 2類型を折衷させた形での体制整備も可能です。 

   また、今後は機能の充実を図るため、障害者自立支援協議会の専門部会（生活

部会）により、その機能の充実を図るため、年 1 回以上運用状況について検証や検

討を行います。 

 

 



Ⅱ.拠点等事業の機能について 
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 ○「相談」機能の具体的な内容 

   緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時

（24時間365日）の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊

急の事態等に必要な相談支援を行います。 

 ・「相談」機能を担う主な機関の役割 

機関名 役割 

委託相談支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

・緊急時のサービス利用を調整します。 

・できる限り緊急事態の発生を予防するための

計画作成等調整を行います。（例えば、対象

者に緊急時の対応方法について助言を行う、

短期入所の体験利用の調整を行う等） 

・相談支援事業所のみでは支援が困難な場

合は、障害者基幹相談支援センターに後方支

援を依頼します。 

・日頃の相談支援を通じて緊急時に支援が見

込めない世帯等の把握を行い、相談支援事

業所連絡会議にて報告、共有します。 

基幹相談支援センター 

・必要に応じ、相談支援事業所等と連携して

支援を行います。 

・相談支援事業所連絡会議を毎月開催し、緊

急時に支援が見込めない世帯等に係る状況

の共有を図ります。 

・相談支援事業所の後方支援を行います。 

・緊急時に支援が見込めない世帯について、

支援を行いますが、できる限り、地域の相談支

援事業所等へつなぎます。 
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  ○「緊急時の受入れ・対応」機能の具体的な内容 

   短期入所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者

の急病や障害者の状態変化等の緊急時に、短期入所等の施設受入れ

や、医療機関への連絡等の必要な対応を行います。 

・「緊急時の受入れ・対応」機能を担う主な機関の役割 

機関名 役割 

委託相談支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

基幹相談支援センター 

・対象者から緊急の連絡を受けたとき、必要に

応じ短期入所等のサービスの利用調整を行い

ます。 

・緊急時の対応は、短期入所や医療機関への

入院に限らず、障害者の状態に応じて、訪問

系サービスにより対応するなど、適切な対応を

行います。 

・対象者が障害者支援区分の認定を受けてい

ないなど、短期入所の利用が困難な場合は、

市障害者支援課に対応について相談します。 

短期入所事業所 

日中活動系サービス事業所 

訪問系サービス事業所 

医療機関 

・相談事業所等から緊急受入・対応の要請が

あった場合、可能な範囲で対応します。（医療

機関の場合は当該医療費の自己負担分及び

食費等その他費用の利用者負担がありま

す。） 

 

○「体験の機会・場」機能の具体的な内容 

 「緊急時の支援が見込めない世帯」として、登録申請を行った世帯につ

いては、極力、体験入所の機会を提供します。 

 また、障害福祉サービスを利用していない世帯については、これを機会
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にサービスの利用の是非について検討し、必要に応じて提供を行いま

す。 

・「体験の機会・場」機能を担う主な機関の役割 

機関名 役割 

委託相談支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

・病院、施設からの地域移行や親元から自立

したい等の相談があった場合、必要に応じてグ

ループホーム等の障害福祉サービスの体験利

用の調整を行います。 

グループホーム 

日中活動系サービス事業所 

・相談支援事業所等から体験利用の要請があ

った場合、出来る限り協力します。 

 

 ○「専門的人材の確保・養成」機能の具体的な内容 

  研修会や事例検討を通じて医療的ケアが必要な方や行動障害を有す

る方、高齢化に伴い重度化した障害のある方に対して、専門的な対応を

行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行

います。 

・「専門的人材の確保・養成」機能を担う主な機関とその役割 

機関名 役割 

基幹相談支援センター 

・医療的ケアが必要な方や行動障害のある

方、高齢化に伴い重度化した障害のある方に

対して、専門的な対応ができる人材育成のた

めの研修を実施します。 

 



 

- 6 - 
 

 ○「地域の体制づくり」機能の具体的な内容 

  地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の

社会資源の連携体制の構築等を行います。 

 ・「地域の体制づくり」機能を担う主な機関の役割 

機関名 役割 

障害者自立支援協議会 

・拠点等事業の運用状況について把握し、課

題の検討を行います。 

・専門部会（生活部会）において拠点システム

の評価を行うほか、医療的ケア児等支援協議

会をはじめとした関係機関とのネットワークを強

化します。 

委託相談支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

基幹相談支援センター 

・相談支援事業所連絡会議の事例検討会に

て事例を提供し、課題検討を通じて地域課題

の明確化と解決に向けて情報共有を行いま

す。 
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Ⅲ.緊急時の対応について 
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  ○「緊急時」の定義 

   地域生活支援拠点等で対応する「緊急時」とは、「介護者が疾病や入院、葬祭、 

死亡等で突発的に不在、若しくはそれに近い状態となり、障害者等のケアが出来な 

い、日常生活が危ぶまれる、在宅での生活が出来なくなる状況又は虐待等により突 

発的に保護が必要な状況」（なお、冠婚や旅行等の計画的利用が見込まれるものは 

除きます。また、大規模災害は想定していません。）と定義します。 

○事前登録 

介護者の不在や当事者の状態変化等により緊急時の支援が見込めない世帯につい

ては、緊急時の支援に必要な情報を収集する必要があります。 

事前登録は、基幹相談支援センターの担当職員（以下、「コーディネーター」）との面

談を通じて緊急受入れ時に必要な当事者の情報（生活環境、障害特性、服薬・アレル

ギー情報等）および親亡きあとを見据えた本人・ご家族等の将来への意向をコーディネ

ーターに提供し、緊急時の支援に役立てます。事前登録で得た個人情報は個人情報

保護法に基づき、取り扱うこととなります。 

事前登録がされていない当事者も緊急受入れの対象となりますが、相談支援事業者

や日中通所しているサービス提供事業所等がある場合には、緊急受入れ時に必要な

当事者の情報をコーディネーターへ提供をお願いする場合があります。 

事前登録の面談は、コーディネーターが行いますが、支援が必要な世帯を広く把握

するため、相談支援事業者やサービス提供事業所等から利用者に対して事前登録の

啓発をお願いします。 

 ただし、事前登録は緊急時の受入れを確約するものではなく、あくまで本人への支援 

時に役立てるための制度ですのでご注意ください。 
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  ○登録・利用の流れ 

① 介護者が高齢、疾患があるなど、緊急時の支援が必要な方は「四街道市地域生活

支援拠点等事業に伴う事前登録書兼個人情報取扱同意書」を記入し、基幹相談

支援センターに提出して下さい。（相談支援専門員や市のケースワーカーが拠点等

事業についてご案内する場合もあります。） 

② 基幹相談支援センターの担当職員（以下「コーディネーター」）が緊急時に備えて、

身体状況や医療、生活面においてまとめたフェイスシートを作成しますので、聞き取

りなどのご協力をお願いします。（現在障害福祉サービスを利用されている等、場合

によっては事業所からの情報提供を依頼するため、フェイスシートの作成を省略す

る場合もあります） 

 

 

 

 

③ 提出していただいた書類やフェイスシートをもとに、対象者の登録を行います。 

④ 緊急時に備えて、相談支援専門員がサービス等利用計画書を見直し、緊急時のリ

スクをできるだけ減らせるようなサービス等利用計画を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、対象となる個人情報は、住所・氏名等の基本的な情報のほ

か、サービスの利用状況や医療・生活面での配慮事項など、緊急時の

受け入れ、対応に必要な情報となります。個人情報については、市が

厳重に管理します。 
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（参考） 
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（参考） 
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Ⅳ．地域生活支援拠点等事業所の登録 
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○ 地域生活支援拠点等事業所の登録 

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に地域生活

支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定した上で市に申請していただ

き、市が当該事業所を「拠点等機能事業所」として登録します。 

※指定権者が千葉県の事業所は、別途、千葉県への運営規程の変更に係る 

変更届及び加算に係る届出が必要となります。 

○ 登録手続きの方法（別添：四街道市地域生活支援拠点等事業実施要綱（以下、「実施

要綱」）） 

① 拠点等の機能を担う事業所は、各種機能のうち、実施する機能に係る内容 

を運営規程に規定してください。 

② 下記の書類を市に提出してください。 

・四街道市地域生活支援拠点等事業所登録申請書（「実施要綱」様式第１号） 

・変更後の運営規程の写し 

③ 届出書類を受理後、四街道市地域生活支援拠点等登録事業所名簿（「実

施要綱」様式第５号）に登載し、登録完了となります。登録された事業所につい

ては、随時ホームページで公開していきます。 

④ 市から四街道市地域生活支援拠点等事業所登録通知書（「実施要綱」様式

第２号）を発出します。 

○ 登録内容の変更手続きの方法 

登録内容に変更がある場合は、変更後の運営規程の写しとともに、四街道 

市地域生活支援拠点等事業所変更届出書（「実施要綱」様式第３号）の提出 

が必要となります。また、指定権者が千葉県の事業所は、別途、千葉県へ 

の運営規程の変更に係る変更届及び加算に係る届出が必要となります。
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○ 拠点等の機能を担う事業所となる場合の運営規程の記載例 

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として申請する場合は各事業所の

実態に応じて、実際に担う機能を記載して下さい。 

以下の内容を参考に運営規程のへの追加項目を作成してください。 

【運営規程の記載例】 

その他運営に関する重要事項 

（地域生活支援拠点等を担う事業所） 

第○○条 事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実

施を確保するための基本的な指針（平成十八年厚生労働省告示第三百九十

五号）第一の二の 3」に規定する地域生活支援拠点等として次の機能を担う。 

（1）相談 

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を

確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーデ

ィネート、相談支援、その他の必要な支援を行う機能。 

（2）緊急時の受入れ・対応 

居宅において介護者の急病等の理由により、緊急に支援の必要が生じた障害

者等に対して、短期入所などへの受入れ等必要な対応を行う機能。 

（3）体験の機会・場 

病院や施設、親元からの自立にあたって、障害福祉サービスの利用や一人暮

らしの体験の機会・場を提供する機能。 

（4）専門的人材の確保・養成 

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障

害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応

ができる人材の養成を行う機能。 

（5）地域の体制づくり 

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会

資源の連絡体制の構築等を行う機能。 

（注） 上記に示した運営規程は記載例であり、各事業所の実態に応じた規程 

とし、地域生活支援拠点等についての内容を理解した上で作成して下さ 

い。 



Ⅴ．地域生活支援拠点等にかかる加算について 
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○ 地域生活支援拠点等にかかる加算の種類 

1. 「相談」機能の強化 

加算の名称 対象事業 加算の内容 

地域生活支援拠点等相

談強化加算 

【700単位／回】 

計画相談支援 

障害児相談支

援 

緊急の事態が生じた利用者等に

対し、その要請に基づき速やかに

連携する短期入所事業所に対し

て必要な情報の提供及び利用に

関する調整を行った場合、利用

者１人につき、月４回を限度に加

算する。 

 

2. 「緊急時の受入れ・対応」機能の強化 

加算の名称 対象事業 加算の内容 

緊急短期入所受入加算

（Ⅰ）：福祉型 

【180単位／日】 

緊急短期入所受入加算

（Ⅱ）：医療型 

【270単位／日】 

短期入所 

居宅においてその介護を行う者の

急病等の理由により、指定短期

入所を緊急に行った場合に、当

該指定短期入所を行った日から

起算して７日（利用者の日常生活

上の世話を行う家族の疾病等や

むを得ない事情がある場合にあっ

ては 14日）を限度とし、当該緊急

利用者のみに対して加算する。 

定員超過特例加算 

【50単位／日】 
短期入所 

緊急利用者を受入れ、かつ、運

営規程に定める利用定員を上回

る利用者に指定短期入所等を行

った場合に、利用の日から 10 日

を限度に利用者全員につき加算

する。 
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加算の名称 対象事業 加算の内容 

地域生活支援拠点等に

係る加算 

【100単位／日】 

短期入所 

重度障害者等

包括支援（短期

入所） 

地域生活支援拠点等として位置

付けられた短期入所事業所につ

いて、緊急時に限らず短期入所

を行った場合に利用を開始した

日に加算する。 

緊急時対応加算 

【100単位／回】 

※（拠点の場合） 

【＋50単位／回】 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障害者等

包括支援 

居宅介護事業所等について、利

用者又はその家族等からの要請

を受けてから 24時間以内に居宅

介護計画等に位置付けられてい

ない居宅介護等を行った場合に

月 2回を限度として加算する。 

緊急時支援加算（Ⅰ） 

【711単位／日】 

※（拠点の場合） 

【＋50単位／日】 

自立生活援助 

 

利用者の障害の特性に起因して

生じた緊急の事態において、利用

者又はその家族等からの要請に

基づき、深夜（午後 10 時から午

前 6 時）に速やかに利用者の居

宅等への訪問又は一時的な滞

在による支援を行った場合に加

算する。 

緊急時支援費（Ⅰ） 

【712単位／日】 

※（拠点の場合） 

【＋50単位／日】 

地域定着支援 

利用者の障害の特性に起因して

生じた緊急の事態において、利用

者又はその家族等からの要請に

基づき、速やかに利用者の居宅

等への訪問又は一時的な滞在に

よる支援を行った場合に加算す

る。 

    ※緊急短期入所受入加算及び定員超過特例加算については、拠点等を担わな 

くとも加算対象となる。 
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3. 「体験の機会・場」機能の強化 

加算の名称 対象事業 加算の内容 

体験利用支援加算 

【500単位／日】 

（初日～5日目まで） 

【250単位／日】 

（6日目～15日目まで） 

※（拠点等の場合） 

【＋50単位／日】 

生活介護 

自立訓練 （機

能・生活） 

就労移行支援 

就労継続支援

（Ａ型・Ｂ型） 

日中活動系サービス事業所にお

いて、利用者に対して、地域移行

支援日中活動系サービスの体験

利用を行った場合、15 日以内に

限り加算する。 

体験利用加算（地域移

行支援） 

【500単位／日】 

（初日～5日目まで） 

【250単位／日】 

（6日目～15日目まで） 

※（拠点等の場合） 

【＋50単位／日】 

地域移行支援 

地域移行支援事業者が、利用者

に対して、障害福祉サービスの体

験利用支援を行った場合、15 日

以内に限り加算する。 

体験宿泊加算 

【（Ⅰ）300単位／日】 

※（拠点等の場合） 

【＋50単位／日】 

【（Ⅱ）700単位／日】 

※（拠点等の場合） 

【＋50単位／日】 

地域移行支援 

一人暮らしに向けた体験的な宿

泊支援を行った場合、（Ⅰ）を加

算する。夜間及び深夜の時間帯

を通じて必要な見守り等の支援

を行い、一人暮らしに向けた体験

的な宿泊支援を行った場合（Ⅱ）

を加算する。一人暮らしに向けた

体験的な宿泊支援を行った場

合、（Ⅰ）及び（Ⅱ）を合計して 15

日以内に限り加算する。 

体験宿泊支援加算 

【120単位／日】 
施設入所支援 

施設利用者が宿泊体験を利用

する場合に連絡調整等の相談支

援を行った場合に加算する。 



 

- 19 - 
 

4. 「専門的人材の確保・養成」機能の強化 

加算の名称 対象事業 加算の内容 

重度障害者支援加算 

（体制加算） 

【7単位／日】 

（個人加算） 

【180単位／日】 

生活介護（障害

者支援施設が

行う生活介護を

除く） 

○体制加算 

強度行動障害支援者養成研修

（実践研修）修了者を配置してい

る旨の届出をしており、かつ、支

援計画シート等を作成し、強度行

動障害のある者にサービスの提

供を行った場合に加算する。 

○個人加算 

強度行動障害支援者養成研修

（基礎研修）修了者が、実践研修

修了者の作成した支援計画シー

トに基づき、強度行動障害を有す

る者に対して個別の支援を行った

場合に加算する。 

なお、当該基礎研修修了者 1 人

の配置につき利用者 5 人まで加

算できる。 

    ※重度障害者支援加算については、拠点等を担わなくとも加算対象となる。 

5. 「地域の体制づくり」機能の強化 

加算の名称 対象事業 加算の内容 

地域体制強化共同支援

加算 

【2,000 単位／日（月 1

回を限度）】 

計画相談支援 

障害児相談支

援 

特定相談支援事業所等を中心

に、月１回、支援困難事例等につ

いての課題検討を通じ、地域課

題の明確化と解決に向けて、状

況共有等を行い、3 者以上の福

祉サービス事業者と共同で対応

し、協議会に書面で報告した場

合に加算する。 



（別添） 
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資料№5 

-1- 

 

第７期四街道市障害福祉計画・第３期四街道市障害児福祉計画 

の策定について 

 

１．計画の概要 

 障害福祉計画は、障害者総合支援法第８８条に基づき策定するもので、主に  

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る 

目標及び各サービス量の見込みについて、各年度の計画を策定するものです。 

 障害児福祉計画は、児童福祉法の改正により平成３０年４月から追加された 

同法第３３条の２０に基づき策定する計画で、障害児通所支援及び障害児相談  

支援の提供体制の確保などに係る目標に関する事項と各サービス量の見込みに

ついて、各年度の計画を策定するものです。 

 なお、両計画とも令和６年度から令和８年度までの３か年計画となります。 

 

２．策定方針 

・両計画とも、目標とする数値及びサービスの必要見込量を定める計画となり

ます。必要見込量の推計に必要とするサービス量のデータは、障害者支援課で

保有していることから、このデータを活用し複数年度の推移を基に推計します。 

・両計画とも障害者基本計画に付随して策定する実施計画であり、施策の策定

では無く、目標やサービス量の数値を示す計画であることから、保有している

サービス量のデータを基に数値を推計し策定するため、市民参加手続は対象外

となり実施しません。    

・両計画とも、今後国が示すそれぞれの基本指針に即して策定します。基本指

針には、目標の考え方、数値の設定の仕方などが示されますので、コンサルタ

ント委託はせずに、職員により作成します。 

 

３．意見聴取 

①関係団体から意見聴取 

 市内の障害福祉団体１０団体から調査票により意見聴取予定 

②四街道市障害者自立支援協議会 

 ３回開催予定 

 

４．策定スケジュール（次頁参照） 

 



・障害者自立支援協議会 ① 計画の概要及びスケジュールについて

② 現行計画の進捗状況及び計画案について

③ 計画最終案について

・障害者団体の意見聴取 市内の障害福祉団体から意見聴取（調査票の送付により）

・議会対応

令和４年度３月議会（教育民生常任委員会協議会） 計画の概要及びスケジュール説明

令和５年度３月議会（教育民生常任委員会協議会） 計画の概要説明

-2-

第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画策定スケジュール

項目　　　　　　　　　　　　　　月
令和５年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 備考１０月 １１月 １２月
令和６年
１月

２月 ３月

１．現計画進捗状況調査 調査期間

２．障害福祉・障害児福祉
サービス見込み量の検討

検討期間

計画構成 調査期間 計画検討期間 計画案作成期間 計画最終案

特記事項

実施期間４．障害者団体の意見聴取

②①３．障害者自立支援協議会 ③


